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平成１６年度業務実績評価調書：独立行政法人航空大学校

業 務 運 営 評 価（個別項目ごとの認定）

項 目 評 定 理 由 意 見評 定

中期計画 平成１６年度計画

１．業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置

（１）組織運営の効率化

・教官制度の体系化 首席・次席制度を活用し、管 ２ オブザーブ飛行による操縦教育の標準・

・教官の組織全般における管 理、監督体制を強化 化の促進、定期技能審査の実施、教育結

理・監督体制の強化 果の検証・分析と改善策の策定などを首

席・次席教官が実施することによって教

官組織の管理・監督体制の強化が図られ

ている。

（２）人材の活用

（ ）、①管理部門職員の国土交通省と ①管理部門職員の国土交通省と ２ 管理部門で６２名中１５名 ２割強

の人事交流による組織の活性 の人事交流（１割～２割） 実科教官で２名の人事交流が実施されて

化 いる。特に、困難な学科教官の人事交流

②実科教官の組織の活性化のた ②実科教官の国土交通省との人 については、地元大学との間で人事交流

め、国土交通省との人事交流 事交流（２名程度） の可能性ついて意見交換を実施し、将来

を推進 の人事交流を考慮しつつ計６名の非常勤

③学科教官の他大学、独立行政 ③国立大学との間における人事 講師派遣・受け入れがなされている。

法人の研究機関との人事交流 交流制度の調査及び独法機関

の努力促進 間との人事交流のあり方を検

討



項 目 評 定 理 由 意 見評 定

中期計画 平成１６年度計画

（３）業務運営の効率化

①教育・訓練業務の効率化 ①教育・訓練業務の効率化 ①教育・訓練業務の効率化

次期中期計画における再編に向け、イ 学科教育 ・新制度の教育・訓練の実績 ２ ・

より効率的な教育を推進するための・宮崎学科課程の教育時間を を基に、シラバスの見直し

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟを設置し、改善に向け現行の１１５５時間から７ 等を行い、効率的な教育を

た検討作業が進められている。３５時間（△４２０時間） 実施し、次期中期における

に短縮 教育体制再編に向け改革案

・事業用課程は現行の５１０ を検討

時間から３８０時間（△１

３０時間）に短縮 ・教育・訓練業務のIT化を図 教育管理システム（ＥＭＳ）の運用・

・多発・計器課程は現行の３ り 教材 成績 飛行時間 により、各学生の教育進度等各種管、 、 、 、

００時間から２０５時間 飛行訓練の日常評価等の情 理情報を３校で一元的かつリアルタ

（△９５時間）に短縮 報を一元的に管理する教育 イムに活用・分析することにより、

・宮崎学科課程の養成期間を 管理システムの構築し、体 教育の標準化・適正化を図り、より

８ヶ月から６ヶ月に短縮 系的な教育データの蓄積・ きめの細かい指導を実施している。

管理・分析を行って、効果

ロ 実科教育 的な教育を実施

地上演習装置の一層の活用

により実機による操縦演習

を短縮

・事業用課程では現行の１６

０時間から１５５時間（△

５時間）に短縮

・多発・計器課程においては

現行の７５時間から６５時

間（△１０時間）に短縮

・多発・計器課程の養成期間

を８ヶ月から６ヶ月に短縮



項 目 評 定 理 由 意 見評 定
中期計画 平成１６年度計画

②訓練機材の利用率の向上 ②訓練機材の利用率の向上 ②訓練機材の利用率の向上
イ オーバーホール相当の重整 イ 機体オーバーホール作業日 ３ 平成15年度に自主改善努力とし 安全性を阻害することなく、訓
備（Ｐ整備） 数を8日間短縮する。 て導入した整備管理方式を継続し、 練機材の飛行可能時間（利用率）

・１機当たりの作業日数を段 平成11年度のＰ整備機数 安全性を阻害することなく整備作業 を大幅に向上させたことは評価で
階的に１０日削減 はＡ３６型機１１機、Ｃ９０ 日数の削減及び休日に実施すること きる。ただし、整備の効率化につ

・最終的には１機当たりの年 型機２機が予定されており、 により、１機当たりの年間飛行可能 いては、今後とも、中期目標及び
間飛行時間を２４時間増加 作業日数を合計１０４日削減 時間を 69.6時間向上させている 費用対効果の両面を勘案しつつ対、 。

することにより１機当たりの （中期計画：46時間(7%)、年度計 処することが必要である。
年間飛行可能時間を約２０時 画:31時間）
間増加させることに努める。

ロ 定時整備（Ｂ整備及びＣ整 ロ 平成１５年度に引き続き、 イ 機体オーバーホール作業日数を
備） 定時整備を毎月の休業日に１ 200.9日削減し、１機当たりの

・整備作業を毎月の休業日の 日程度実施する。宮崎、帯広 年間飛行可能時間を39.4時間増
うちの１日から順次２日ま のＡ３６型機それぞれ２機、 加させている （中期計画：24時。
で増やして実施 仙台のＣ９０型機１機の整備 間、年度計画：20時間）

・宮崎及び帯広では年間それ 作業を休業日に実施すること
ぞれ４８日、仙台では２４ により、平日の整備作業日数 ロ 平日の定時整備作業日数を154
日の平日の整備作業日数を を宮崎、帯広ではそれぞれ 日削減し、１機当たりの年間飛行
削減 24日、仙台では12日の合計 可能時間を30.2時間増加させて

・最終的には１機当たりの年 60日削減し、１機当たりの いる （中期計画：22時間、年度。
間飛行時間を２２時間増加 年間飛行可能時間を約11時 計画：11時間）

間増加させることに努める。
③訓練機への情報提供業務の効 ③訓練機への情報提供業務の効
率化 率化 ー
・各種運航情報を可能な限り ・運航情報システムの運用評 【中期目標達成済】
電子化 価の実施による利便性の向

・高度な検索と出力による訓 上を推進
練機への情報提供の迅速化
と情報管理の簡素化

④一般管理費の抑制 ④一般管理費の抑制 ④一般管理費の抑制
一般管理費（人件費、公租 ・一般管理費（人件費、公租 ２ ・一般管理費については、年度中に
公課等所要額計上を必要と 公課等の所要額計上を必要 見込まれる経費の1.5％程度の節
する経費を除く ）につい とする経費を除く ）につ 約が図られている。。 。
て、当該経費総額（初年度 いて、年度中に見込まれる
の当該経費相当分に５を乗 経費の１％程度を節約を図
じた額 ）を２％程度抑制 る。。



項 目 評 定 理 由 意 見評 定
中期計画 平成１６年度計画

２．国民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する
事項を達成するためとるべき措置

（１）教育の質の向上
①操縦教官の教育技法・指導要 ①・操縦教官の技能審査を各人 ２ ①・首席教官、次席教官による定期審
領の標準化及び向上 １回実施 査対象の全教官33名に技能審査
・教官の技能審査を毎年１回 ・各課程において在学生によ を実施。加えて、8名の任用審査
実施 る授業評価の実施 も実施。

・教育内容の向上を図るため ・卒業生及び航空会社からの ・在校生に授業内容、指導方法等に
在校生、卒業生及び航空会 意見聴取を各１回実施 関するアンケート調査を実施し、
社の訓練所教官からの意見 ・次期中期におけるシラバス その意見を教官相互の情報の共有
を毎年１回以上聴取 の検討及び標準的なテキス や均質な進度レベルの評価等に努

・教育オブザーブ飛行の実施 トの整備の実施 めている。
・航空大学校での教育期間が ・卒業生や航空会社との意見交換を
３年に満たない者を対象に 行い、ここで得たコメントと教育
教育オブザーブ飛行を実施 実績を踏まえ、一部科目の内容を

・首席・次席による各教官の 見直した。
教育オブザーブ飛行を実施 ・テキスト検討委員会を設置して標
（教育の標準化） 準的なテキスト作成に着手。

・教育経験年数が3年に満たない全
教官13名の教育オブザーブ飛行
を首席、次席が実施。

・首席、次席による全教官へのオブ
ザーブを実施し、訓練科目の実施
回数の管理教育、手法等の標準化
を図った。
以上、教育の質の向上に向けた

努力が見受けられる。
②操縦技量進度の遅れた学生に ②操縦技量進度の遅れた学生に ②操縦技量進度の遅れた学生に対する
対する追加教育を実施 対する追加教育を実施 ２ 追加教育を実施 初回審査合格率のみならず、教
・事業用課程10時間 育全体の中で追加教育の効果等に
・多発・計器課程10時間 平成15年度までは初回審査不合 ついて考察し、特に、多発・計器

格者に対して追加教育を実施してい 課程では約半数の学生が追加教育
たが、平成16年度からは初回審査 を受けていることに鑑み、追加部
前に追加教育を行うこととし、初回 分を正規の授業に組み込む等、次
審査合格率の若干の上昇等改善が図 期中期に向けて教育内容及び時間
られている。 数等の再編について検討が必要で

ある。



項 目 評 定 理 由 意 見評 定

中期計画 平成１６年度計画

③コンピューター等を用いた教 ③・自学自習用のコンピュータ ３ ③・CBTの内容拡充、教材ソフト(計 自学自習の環境整備を行い、学

育機材の充実及び教育施設の ーベースドトレーニングシス 器飛行)の作成及び多発・計器課程 生に対しても自学自習を啓発し、

整備を図るとともに、学生寮 テム(CBT)について内容の拡 の操縦方法に関するデジタルビデオ ＣＰＴの利用時間を飛躍的に増加

の自主学習環境を改善 充を図る （宮崎・帯広）ま 教材の作成等、自学自習の環境整備 させるなど、学習効率と技能レベ。

また、飛行場内気象情報提 た、飛行前座学に利用するデ を行い、学習効率と技能レベルの向 ルの向上に努めたことは評価でき

供装置の性能向上を図るとと ジタルビデオ教材を作成し、 上が図られている。 る。

もに気象情報入手の利便性を 飛行開始前までに操作手順飛 ・CPTの利用を啓発・促進したこと

向上 行要領の理解を促進する。 により、利用率が前年度と比較して

大幅に伸び、実科教育に大きな効果

・単発訓練機Ａ３６のコクピ が発揮されている。

ットプロシジャートレーナー 宮崎:15年度185時間

(CPT)を積極的に活用し、一 →16年度524時間

層の教育の効率化を促進。 帯広:15年度453時間

・効果的な学科教育を推進す →16年度741時間

るため、視聴覚教材の充実と ・仙台分校において、教室の視聴覚

併せて教室の視聴覚化を計画 化を行い学習環境の向上が図られて

的に進めており、１６年度は いる。

仙台分校の教室整備を図る。

④資質の高い学生の確保 ④ ④ 資質の高い学生の確保

イ 受験希望者の確保 イ 広報活動の開始時期を早め ３ イ 広報活動の早期実施等、効果的な 幅広く効果的な広報活動を行っ

・入学受験資格の検討 る他、ホームページを活用す 広報手段の充実を図ったことによ たことにより、中期目標を大きく

、 、・国の身体検査基準の見直し る等、効果的な広報手段につ り、応募者数は６１５名と中期目標 上回る応募者を確保し その結果

、の出願に係る身体要件への いての構築を進め、更なる充 値の５７０名を大きく上回るなど、 入試による足きりの水準が上がり

反映 実を図る。 資質の高い学生をより多く集める努 資質の高い学生を確保したことは

・一層の広報活動の実施 力がなされている。 評価できる。

ロ 入学試験制度の検討 ロ 入学試験制度のあり方検討 ロ 面接試験方法に改善を試みるなど

・入学試験制度のあり方検討 委員会を設け、学力試験及び 質の高い学生の確保に向けた入学試

委員会の設置 適性試験について追跡調査と 験制度の改革が見受けられる。

・学力試験及び適性試験につ 検討を行う。あわせて内外の

いての追跡調査と検討及び 情報を収集し、入学試験制度

内外の情報を収集し入学試 全般について検討を進める。

験制度全般について検討



項 目 評 定 理 由 意 見評 定

中期計画 平成１６年度計画

⑤年間の学生養成数 ７２名 ⑤年間の学生養成数 ７２名 ２ 計画数の７２名を確保している。

⑥国土交通省の操縦職員の技量 ⑥国土交通省の操縦職員の技量 国土交通省の操縦職員(試験官)１０名

保持訓練、資格取得訓練に対 保持訓練、資格取得訓練に対 ２ の技量保持訓練及び１名の資格取得訓練

する適切な対応 して適切に対応する。 を実施し、適切な対応が図られている。

航空安全に係る教育の充実（２）

①学生に対する安全教育 ①航空安全に係る教育について ２ 飛行訓練開始の前後において、安全飛

・航空安全についての教育 は、その内容の更新を行いつ 行に対する学生への教育訓練が計画どお

飛行訓練開始前２０時間、 つ更なる充実を図る。 りに実施されており、また、内容につい

飛行訓練開始後２０時間 ても、常に最新の知識、技術を反映した

ものに更新するなど、一層の向上が図ら

れている。

②・学識経験者、航空事故調査 ②・外部講師による教官への安 外部講師による教官への安全教育につ

官等外部講師による教官へ 全教育を、各校において年 ２ いては、各校において各種セミナー（安

の安全教育を毎年１回実施 １回実施 全教育、ＣＲＭ研修、航空医学）を開催

・教官相互の意見交換を毎月 ・教官相互の意見交換は定例 し、また、教官相互の意見交換が定期的

１回実施 日を定めて月１回実施 に開かれるなど、学生教育への安全意識

の向上に対する再確認が図られている。

また、平成15年度の事故を踏まえ、

再発防止に向けた数々の安全対策が図ら

れている。

③・整備従事者に対して定期的 ③・整備従事者に対するヒュー 整備請負会社おいては、品質保証部認

にヒューマンファクター教 マンファクター教育を年１ ２ 定の社員による整備従事者へのヒューマ

育を実施 回実施 ンファクター教育及び安全教育を実施

・年間飛行阻害率を３％以下 ・航空大学校のホームページ し、航空大学校においては、日本航空技

にヒヤリハット掲示ページ 術協会主催のヒューマンファクターセミ

を継続し、人為的エラーの ナーへも整備担当職員を参加させるな

排除を図り年間飛行阻害率 ど、安全教育への更なる意識向上が図ら

を３％以下に努める。 れている。また、校内Lanホームページ

にヒヤリハット掲示を継続掲載して安全

意識の高揚に努め、年間飛行阻害率を宮

崎本校O.5％、帯広分校1.1％、仙台分

校1.9％と目標値以下に抑えている。



項 目 評 定 理 由 意 見評 定

中期計画 平成１６年度計画

（３）他機関との有機的連携

関係機関と綿密な連携を図 ー

り、運航管理業務・運航支

援業務の質を向上 【中期目標達成済】

（４）成果の活用・普及

①教育の質の向上・効率化を図 ①教育の質の向上・効率化を図 ２ ①教育の質の向上・効率化を図るため 平成20年3月から適用される航

るための調査・研究 るための調査・研究 の調査・研究 空英語能力証明制度に向けた英語

・小型航空機の運航に関する ・小型航空機の運航に関する ・15年度に引き続き 「DGPSによる 教育を積極的に進めることが必要、

基礎的研究 基礎的な研究を継続実施 小型機位置精密測定システム 及び 小 である。これに伴い、航空英語教」 「

・座学及びフライト課程にお ・座学及びフライト課程にお 型航空機操縦訓練中の安全確保」につ 育の語学能力評価法を先行的に研

ける標準的な教育内容・手 ける標準的な教育内容・手 いて研究が行われている。 究し、その成果を大学英語教育学

法及びその評価法に関する 法及びその評価法に関する ・また、平成２０年３月から適用され 会で発表するなど、新たな教育に

調査・研究 調査・研究を実施 る航空英語能力証明制度に向け 「航 向けた先進的努力は評価できる。、

・国内の指定養成施設及び海 ・国内の指定養成施設に４名 空英語教育における語学能力評価法」

外の主要乗員養成機関等を 及び海外の乗員養成機関等 について先行的に研究し、大学英語教

対象に民間操縦士養成に関 に２名以上の職員を派遣 育学会で発表するなどの成果が見られ

する実態調査・研究 し、民間操縦士養成に係わ る。

・乗員養成の基礎訓練課程に る実地調査を実施

おける国際民間航空機関 ・国際基準（ＩＣＡＯ、ＪＡ ・海上自衛隊小月教育隊に教官を派遣

（ＩＣＡＯ）等の国際基準 Ｒ）についての基礎データ して航空学生課程の実態調査を実施

の調査・研究 や日本の航空局の基準、民 し、また、ＪＡＬ、ＡＮＡの米国の訓

間の指定養成施設における 練施設に教職員を派遣し実地調査を行

教育訓練の現状などをもと い、これまでに得た基礎資料を基に、

に、次期中期計画における 次期中期計画における教育体系の再編

教育体制再編に向け、改革 作業に着手する等教育の効率化が推進

案の作成を推進 されている。



項 目 評 定 理 由 意 見評 定

中期計画 平成１６年度計画

②航空思想の普及・啓発 ②

「 」 、「 」・空の日 年１回 ・空の日 年１回 ２ ３校とも 空の日 １回 航空教室

・航空教室 年４回程度 ・航空教室 年４回程度 ４回 「市民航空講座」２回を実施し、、

・市民航空講座 年２回程度 ・市民航空講座 年２回程度 航空思想の普及、啓発に積極的に取り組

んでおり、その姿勢は評価できる。

３．予算，収支計画及び資金計画

２ 予算の範囲内で適正に業務が行われて・予算 ・予算

いる。また、収入についても計画額を達・収支計画 ・収支計画

成している。・資金計画 ・資金計画

４．短期借入金の限度額

※平成１６年度は該当なし。・限度額 ５００百万円 ・限度額 ５００百万円

５．重要財産の処分計画

※平成１６年度は該当なし。

６．剰余金の使途

空港整備事業に係る剰余金の①

使途 ※平成１６年度は該当なし。

・運航管理業務の充実を図る

ための業務支援機器の購入

②空港整備事業以外の事業に係

る剰余金の使途

・入学希望者数の増加策に要

する費用

・養成の向上に資する調査・

研究の実施

・効果的な養成を行うための

教育機材の購入



項 目 評 定 理 由 意 見評 定

中期計画 平成１６年度計画

７．その他主務省令で定める業務運

２ 年度計画に沿って、以下の３件の施設営に関する事項

維持・改良工事を実施し、教育訓練の充（１）施設・設備に関する計画 （１）施設・設備に関する計画

大学校の目的の確実な達成 ・宮崎本校：格納庫外壁スレー 実、利用者利便の向上が図られた。

のため、必要となる施設及び ト張替その他工事 ・宮崎本校：格納庫外壁スレート張替そ

設備に関する整備計画を策定 ・帯広分校：駐車場舗装修繕工 の他工事

すること。 事 ・帯広分校：駐車場舗装修繕工事

・仙台分校：格納庫防錆塗装そ ・仙台分校：格納庫防錆塗装その他工事

・仙台：エプロン舗の他工事

装改修工事

（２）人事に関する計画

①方針 ２ ・定年退職した教官の後補充について①方針

外部講師等の活用（定年退職 定年退職する教官(２名)につ は、新規採用を行ったが、人件費及び

教官の後補充） いては、後補充を基本とする 人員増を抑制するため、訓練定員を設

が、教育の質の維持を前提と けることなく、首席・次席教官・非常②人事に関する指標

訓練定員を設けることな し、一部外部講師等の活用を 勤講師を活用するなどの努力が図られイ

く対応を行う等、人員増を 図る。 ている。

抑制（業務の効率化） ②人事に関する指標

ロ 期末の常勤職員数 イ ２名の実科教官の定年退 ・また、人件費の支出額は、費用の抑制

職後は、首席・次席教官及 と業務の効率化が図られた結果、年度

期初の９９％（△１名） び外部講師の活用など、業 計画を下回る1,061百万円となって

務の効率化により訓練定員 おり、101百万円の節約がなされて

を設けることなく対応を行 いる。

う等、人員増を抑制する。

ロ 年度中に1,162百万円

程度の人件費を支出する。

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。

３点：中期目標の達成に向けて特に優れた実施状況にあると認められる。

２点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。

１点：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。

０点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められず、業務改善が必要である。

・必要な場合には、右欄に意見を記入する。



平成１６年度業務実績評価調書：独立行政法人航空大学校

総合的な評定

業 務 運 営 評 価（実施状況全体）

極めて順調 順 調 概ね順調 要努力 評 定 理 由

各項目の合計点数＝ 41

項目数（19）× ２ ＝ 38

下記公式＝ 108 ％

＜記入要領＞ ・個別項目の認定結果をもとに、以下の判断基準により、それぞれの欄に○を記入する。

○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が１３０％以上である場合には 「極、

めて順調」とする。

○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が１００％以上１３０％未満である

場合には 「順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が７０％以上１００％未満である場

合には 「概ね順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が７０％未満である場合には 「要努、

力」とする。

・但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、上位

又は下位のランクに評価を変更すべき特段の事情がある場合には、理由を明記した上で変

更することができる。

自 主 改 善 努 力 評 価

評 定 評 定 理 由

、 。 、相当程度の実践的努力が認められる 業務運営に関して 自主改善策に継続的に取り組んでいる 特に

既卒の未就職者に対する就職支援活動は、未就職者の減少に大きな

成果を上げている。また、教職員・学生等、現場から業務改善に向

けた意見を汲み上げるなどの現場密着型の業務運営を行っている。

新たな取り組みとして、平成20年度から国際線操縦士に適用され

る「航空英語能力証明」の導入を踏まえ、次期中期に向けた英語教

育シラバス変更案を策定するなど、業務運営の改善に積極的に取り

組んでおり、実践的努力が認められる。

＜記入要領＞ ・自主改善努力が意欲的かつ前向きで、優れた実践事例として認められる場合には、評定欄

に「相当程度の実践的努力が認められる」と記入し、認められない場合には「－」と記入す

る。いずれの場合においても、その右の「評定理由」欄に、取組みの事例を含め、その理由

を記入する。

業 務 全 般 に 関 す る 意 見

業務全般において、細部にわたる安全対策に取り組む等、事故防止に配慮した努力は高く評価できる。

＜記入要領＞ ・業務運営評価及び自主改善努力評価を踏まえ、本欄には、総合的な評定について必要な場

合に付される意見を記入する （業務運営評価、自主改善努力評価及び本意見をもって総合。

的な評価とする。




